
医療 DX推進体制整備について

診療報酬DXの推進を目的として、「医療DX推進体制整備加算」が新設されました。

当院では、医療DX推進体制の整備に伴い、マイナンバーカードを保険証として利用することで診
療情報を取得・活用し、質の高い医療の提供に努めています。

正確な診療情報の取得、活用を行うためにマイナンバーカード保険証による

オンライン資格確認等の利用にご理解とご協力をお願いいたします。

■医療DXとは
各業界で行われているDX（デジタルトランスフォーメーション：Digital Transformation）は、デジ
タル技術を活用して、業務の効率化やサービスの向上を目的としています。

歯科業界でも令和6年度の診療報酬改定にて「医療DXやイノベーションの推進等による質の高
い医療の実現」という基本認識が示されました。

医療DXの推進によって、医療機能の分化や強化が進むとともに、遠隔医療の導入や生活に配
慮した医療の提供、さらに医療機関間の連携も強化されると考えられています。

■「医療DX推進体制整備」取り組み内容

当院では以下の対応に取り組んでいます。

(1)　オンライン請求を行っております。

(2)　オンライン資格確認を行う体制を有しております。

(3)　電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有して
おります。



(4)　電子処方箋を発行する体制を有しております。

(5)　電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有しております。

(6)　マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有しております。

(7)　医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を所得
し、それを活用して診療を行う事について、院内及びウェブサイトに掲示しています。

診療報酬改定に伴い、６月１日より下記の加算点数が変更となります。

▽医療DX推進体制整備加算

医療DX推進体制整備加算（初診料算定時）：８点（月1回）

■マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカード受付方法

①受付
顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置いてください

②本人確認
顔認証もしくは４桁の暗証番号をご入力ください

③同意の確認
診察等での診療・服薬・健診情報の利用について確認をお願いいたします

④受付完了
順番にお呼びいたしますので、お待ちください

■マイナンバーカードの保険証利用のメリット



◆薬剤情報等の提供に同意することで、データに基づく適切な医療を受けることができます。

◆健康保険証を使用した受診に比べて、初診時等の窓口負担が少なくなります。

◆限度額適用認定証等がなくても、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除さ
れます。

▽マイナ保険証をご提示いただいた場合

医療情報取得加算２（初診料算定時）：１点（月1回）

医療情報取得加算４（再診料算定時）：1点（3ヶ月に1回）

▽従来の保険証をご提示いただいた場合

医療情報取得加算１（初診料算定時）：３点（月1回）

医療情報取得加算３（再診料算定時）：２点（3ヶ月に1回）

■マイナンバーカードの保険証利用登録方法



登録方法①医療機関・薬局の窓口(顔認証付きカードリーダー)で登録

顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置くと、「マイナンバーカードを健康保険証
として登録する」という画面になるので、画面の表示に沿って手続きを行ってください。

登録方法②「マイナポータルアプリ」から登録

スマートフォン版のマイナポータルアプリをインストールし、「マイナンバーカードの健康保

険証利用申込」をタップ、4桁の暗証番号を入力し、スマートフォンでマイナンバーカードを
読み取ってください。

登録方法③セブン銀行ATMから登録

セブン銀行ATMで「各種お手続き」ボタンを選択し、「マイナンバーカードの健康保険証利用
の申込み」ボタンを押して、画面の表示に沿って手続きを行ってください。

詳細につきましては厚生労働省のホームページをご確認下さい。
何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

出典：

「オンライン資格確認に関する周知素材について」（厚生労働省）

（https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html）（2024年9月27日に利用）


